
平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日
提
出

質

問

第

一

五

号

北
方
四
島
へ
の
邦
人
の
入
域
に
係
る
閣
議
了
解
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

貴

子
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北
方
四
島
へ
の
邦
人
の
入
域
に
係
る
閣
議
了
解
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一
九
八
九
年
九
月
十
九
日
、
政
府
は
、
当
時
の
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の
ビ
ザ
発
給
を
受
け
る
形
で
北
方
四
島
へ
入
域
す
る
こ
と
を

自
粛
す
る
よ
う
、
邦
人
に
要
請
す
る
閣
議
了
解
を
決
定
し
て
い
る
。
そ
の
後
も
、
右
了
解
を
基
に
し
て
、
一
九
九
一
年
十
月
二

十
九
日
、
一
九
九
八
年
四
月
十
七
日
、
一
九
九
九
年
九
月
十
日
に
も
同
趣
旨
の
閣
議
了
解
を
決
定
し
て
い
る
（
以
下
、
「
閣
議

了
解
」
と
い
う
。
）
。

右
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

「
閣
議
了
解
」
に
反
し
、
ソ
連
、
ロ
シ
ア
の
ビ
ザ
発
給
を
受
け
、
邦
人
が
北
方
四
島
に
入
域
し
た
事
例
が
あ
る
と
承
知
す

る
が
、
直
近
三
年
の
う
ち
、
そ
う
し
た
事
例
は
何
件
あ
っ
た
か
。

二

政
府
、
特
に
外
務
省
と
し
て
、
一
の
事
例
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
対
応
を
取
っ
て
き
て
い
る
か
。

三

「
閣
議
了
解
」
は
既
に
形
骸
化
し
、
邦
人
が
ロ
シ
ア
政
府
に
よ
り
発
給
さ
れ
た
ビ
ザ
を
受
け
て
北
方
四
島
に
入
域
す
る
こ

と
を
抑
止
す
る
も
の
と
は
、
既
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
外
務
省
の
見
解
如
何
。

四

「
閣
議
了
解
」
は
、
そ
も
そ
も
「
北
方
領
土
問
題
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
と
り
続
け
て
い
た
旧
ソ
連
時
代

に
最
初
に
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ソ
連
の
後
継
国
で
あ
る
ロ
シ
ア
は
、
自
由
と
民
主
主
義
と
い
う
基
本
的
価
値
観
を

一



我
が
国
と
共
有
す
る
国
家
で
あ
る
。
北
方
領
土
問
題
の
存
在
を
認
め
、
そ
の
後
様
々
な
声
明
、
諸
合
意
に
よ
り
、
北
方
領
土

は
日
ロ
の
係
争
地
域
で
あ
り
、
両
国
が
話
し
合
い
に
よ
っ
て
そ
れ
に
係
る
問
題
を
解
決
す
る
旨
、
両
国
の
最
高
首
脳
が
合
意

し
て
お
り
、
文
書
で
も
明
確
に
そ
の
こ
と
が
担
保
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
鑑
み
る
時
、
我
が
国
と
し
て
、
ソ
連
に
対
す

る
も
の
と
同
様
の
認
識
の
「
閣
議
了
解
」
を
、
今
後
と
も
維
持
し
続
け
、
更
に
頑
な
に
邦
人
に
対
し
て
北
方
四
島
へ
の
入
域

を
自
粛
す
る
こ
と
を
今
後
と
も
求
め
続
け
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
安
倍
晋
三
内
閣
総
理
大
臣
の
見
解
如
何
。

五

我
が
国
と
し
て
、
今
後
も
「
閣
議
了
解
」
に
こ
だ
わ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
発
展
さ
せ
る
意
味
で
、
何
よ
り
北

方
四
島
の
「
非
日
本
化
」
を
食
い
止
め
る
た
め
に
、
邦
人
が
現
在
よ
り
自
由
に
北
方
四
島
に
入
域
で
き
る
仕
組
み
に
す
べ
き

で
は
な
い
か
。
安
倍
総
理
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


